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６．受験資格等に関するＱ＆Ａ

  介護業務に３年間従事した後、
同一法人の内部異動により生活指
導員として相談援助業務に２年間
従事しました。実務経験証明書は
２枚必要ですか。

   同一法人で複数の施設を異動している場合、あるいは同一施設で職種変更が
あった場合は、実務経験証明書の業務内容欄にその職務の期間、職務内容を詳
細に記載してあれば1枚の実務経験証明書でかまいません（実務経験の証明者が
理事長であれば一枚の証明書で結構ですが、施設長であった場合、それぞれの
施設での証明書が必要です）。

  自分で診療所を開設しています
が、実務経験証明はどうすればよ
いですか。

  実務経験証明書に加えて、保健所等が発行する開設届の写しなどが必要とな
ります。

  歯科衛生士として働いていた歯
科医院が廃院してしまい、実務経
験証明書を作成してもらえませ
ん。

  実務経験証明書の提出がない場合には、この期間は実務経験として算入する
ことはできません。

  看護師免許を持っていますが、
解答免除区分の保健医療サービス
の知識等の「基礎」と「総合」の
範囲の違いを教えてください。

　病院の医療ソーシャルワーカー
として７年勤務しています。４年
目に精神保健福祉士の資格を取得
しました。解答免除は受けられま
すか。

質　　　　　問 回　　　　　　　　答

  結婚して苗字が変わりましたが
免許証の書き換えをしていませ
ん。どうしたらよいでしょうか。

  大学の卒業証書や卒業証明書ではなく、大学等が発行した履修証明書・成績
証明書の原本または、認定講習会等の修了証の写しが必要です。

  今年の９月にヘルパー２級の免
許が取れる予定です。

  社会福祉主事任用資格の証明書
は福祉大学の卒業証書でもよいで
すか。

  准看護師の合格通知はあります
が免許証が見つかりません。

  看護師免許の裏に日付が書いて
あります。

　栄養士として東京都内にある派
遣会社に登録し、千葉県内の病院
に派遣され入院患者の栄養管理業
務をしています。受験地は何県に
なりますか。

　千葉県に住んでいますが、現在
は埼玉県内の病院で看護師として
働いています。受験地は何県にな
りますか。

　受験資格に該当する業務を何県で行っているかが受験地を決定する基準とな
りますので、設問の場合は千葉県が受験地となります。
　ただし、実務経験証明書は派遣元の会社の代表者が作成することになりま
す。

　受験地を決定する基準は勤務地優先ですので、受験申込日現在に何県に住ん
でいるかよりも、受験資格に該当する業務を何県でしているかが優先されま
す。設問の場合は、埼玉県内で受験資格に該当する業務に従事しているので、
埼玉県が受験地となります。
　ただし、受験申込日現在、無職または受験資格に該当する業務に従事してい
ない場合は、住所地が受験地となります。

  試験の前日までに資格取得ができ、必要な勤務経験があれば、受験資格を要
している可能性があります。この場合は、修了予定である養成機関の長等の証
明書が必要です。また、指定日までに修了証の写しを提出してください。

　以前の氏名の免許証の写しと戸籍抄本を提出してください。

  保健医療サービスの知識等の基礎と総合は同一の出題範囲から出題されま
す。看護師の場合は、保健医療サービスの知識等の範囲全般の中から基礎部分
が免除となりますが、どの範囲が基礎部分に該当するかは示されていません。

解答免除の対象者は、受験申込の時点で対象となる国家資格を取得しているか
否かで判断します。設問の場合は｢福祉サービスの知識等」についての免除を受
けられます。

  合格通知ではなく、免許証が必要です。保健所等に問い合わせる等再取得の
手続きをしてください。

  裏書がある場合は、両面コピーするなどし、必ずその部分の写しを作成して
ください。
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  薬剤師。製薬会社で医薬品の開
発 ・ 研究の他に医療機関の医師
と相談しながら新薬の開発もして
います。

 　勤務経験は国家資格に基づいた、要援助者への直接的な対人援助業務が必要
です。（研究職は直接対人援助業務ではないため実務経験に算入できません）

  看護師として４年間病棟で看護
業務を行った後、病理研究室で研
究員として５年勤務しています。

  勤務経験は国家資格に基づいた、要援助者への直接的な対人援助業務が必要
です。（研究職は直接対人援助業務でないため実務経験に算入できません）

  栄養士ですがファミリーレスト
ランのメニュー開発をしていま
す。

　勤務経験は国家資格に基づいた、要援助者への直接的な対人援助業務が必要
です。（要援助者への直接対人援助業務ではないため実務経験に算入できませ
ん）

  申込期限には４年６ヶ月の勤務
経験ですが、平成２１年１月９日
で満５年となります。

  資格要件等を満たしている方が、試験の前日までに所定の実務経験年数を満
たすことが必要です。今年度の場合は１０月１８日までに実務経験年数を満た
すことが必要です。

  ５年間の勤務期間はありますが
７００日の勤務日数しかありませ
ん。

  勤務期間と勤務日数の両方を満たすことが必要です。

  勤務期間は３年ですが、９００
日以上の勤務日数を満たします。

質　　　　　問 回　　　　　　　　答

  以前の勤務先で５年以上９００
日以上の業務経験があります。今
の勤務先にも証明をもらったほう
がよいですか。

  以前のもののみで受験資格に足りていれば、現在の実務経験証明書は必要あ
りません。

  実務経験証明書等に不備があり
ましたが、指定された期間までに
再提出が間に合わない場合はどう
なりますか。

  受験申込みに必要な書類が整っていませんので申込書を受理することはでき
ません。

  現在も勤務中です。いつまで証
明することができますか。   業務従事期間は、証明日までとなります。

  実務経験証明は、施設長と理事
長のどちらに記載してもらうほう
がよいですか。

  法人の場合は、証明者が被証明者の業務内容等を理解･把握していれば証明者
は施設長でも理事長でもかまいません。

　昨年度東京都で受験しました
が、今年の５月に転勤となり、現
在千葉県内の訪問介護事業所で働
いています。昨年度の東京都の試
験結果通知書を添付することで、
実務経験証明書の提出は免除され
ますか。

　実務経験証明書の提出が免除されるのは、千葉県社会福祉協議会が発行した
昨年度の試験結果通知書の原本が提出された場合のみです。他県で受験した際
の試験結果通知では、実務経験証明書の提出を免除することはできません。

  一昨年の試験結果通知書で受験
したいのですが、実務経験証明書
の提出は免除されますか。

  昨年の試験結果通知書のみ実務経験証明書が免除となるため、一昨年の結果
通知書では免除となりません。

  戸籍抄本等の有効期間はいつま
でですか。   ６か月間です。

  昨年度の試験結果通知書（不合
格通知）で受験したいのですが、
住所が変更になりました。

　試験結果通知書に戸籍抄本・住民票など住所変更の経緯がわかる公的書類を
添付してください。
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 勤務していた事業所が廃業したた
め、実務経験証明書が発行してもら
えません。平成２０年度以前に証明
された「実務経験証明書」でも実務
経験期間に算入できますか。

　原則としては、平成２０年千葉県介護支援専門員実務研修受講試験の「実務経験証
明書」の提出が必要です。
　例外として、事業所の廃止等により申込み現在において実務経験証明書を発行で
きない場合に限り、平成２０年度千葉県介護支援専門員実務研修受講試験の「実務
経験証明書」で必要とされている記載内容を確認できる書類を提出ください。
   なお、不明な点につきましては、試験担当までお問い合わせください。

  知的障害児通園施設で児童指導
員を１０年しています。   知的障害児通園施設の勤務経験は実務経験として加えることはできません。

  複数の事業者で登録ヘルパーと
して勤務していますが、業務期間
及び従事日数はどのように計算す
るのでしょうか。

  同一の期間内に複数の事業所で勤務している場合、重複している業務期間は
合算できませんが、従事日数は参入することができます。ただし、１日に２か
所勤務している場合の従事日数はどちらか１か所の事業者に１日としてしか算
入できません。実際には、実務経験証明書の他に、指定の従事日数内訳証明書
（P.74）で証明を受け、重複していない勤務日の確定をしてください。

  社会福祉主事任用資格をもって
います。市の介護保険課で、認定
調査業務を５年半しています。

  調査時に相談を受けることもあるとは思いますが、認定調査は要援護者への
直接対人援助業務ではないので、実務経験に加えることはできません。

  ホームヘルパー２級修了証があ
ります。寝たきりの高齢者が多い
一般病棟で看護補助として６年以
上常勤で勤務しています。

　病院、診療所において、本人の主たる業務が介護等の業務である場合は、実
務経験期間として算入することができます。
※実施要綱の改正により平成１８年度試験から実務経験期間として認められる
ことになりました。(受験資格職種コード６０８参照）

  病院の医療事務として、１０年
以上勤務しています。外来の患者
さんの相談もしています。

  医療事務（受付・カルテ作成補助・案内等）は、本試験の受験資格該当業務
内容には該当しないので実務経験として加えることはできません。

  医師ですが県庁で危機管理技官
をしています。

 　勤務経験は国家資格に基づいた、要援助者への直接的な対人援助業務が必要
です。（行政職としての勤務は直接対人援助業務ではないため実務経験に算入
できません）

  保健師として平成１４年４月１
日～平成１９年３月３１日まで常
勤で働きましたが、保健師免許登
録日は平成１４年４月６日です。
この場合の実務経験年数はどうな
りますか。

  免許の登録日からが実務経験となるため、４年１１ヶ月の勤務期間となり、
受験に必要な実務経験を満たしていません。

  県の保健師。４年間保健所に勤
務した後、看護師養成学校の講師
をしています。看護実習では患者
の世話等もします。

 　勤務経験は国家資格に基づいた、要援助者への直接的な対人援助業務が必要
です。（教育のための指導は要援助者への直接対人援助業務ではないため実務
経験に算入できません）

質　　　　　問 回　　　　　　　　答


